
変化をチャンスに。

ロータス千葉支部 同友の皆様

2025年7月23日
東京海上日動火災保険株式会社

千葉支店

～2026年度に向けた準備と理解～
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⚫ 2016年5月の保険業法改正を通じ、金融庁は保険会社・保険代理店の双方に態勢整備を要請して
きました。

⚫ そして、2025年1月に兼業代理店２社に対して現行保険業法下での態勢整備状況確認の立入検査が
実施されました。

１．損害保険業界の動向

「経営管理態勢」における指摘事項 弊社の受け止め

• 経営陣は、保険事業に関しては、「本業では
ない」との意識が根底にあり同事業に保険
業法等に精通した十分な人的リソ－ス
（質・量）を配賦していない。

• 加えて、人材育成も行っていないため3ライン
オブディフェンスによるそれぞれの取組が形骸
化している等、内部統制上、重大な問題・
欠陥がある。

• その結果、「保険募集管理態勢」、
「顧客情報管態勢」、「その他（苦情対応
等）」 の問題等が発生している。

• 当該行政処分は、保険代理店のみに対する
ものではなく、“本来の役割”を発揮して
いなかった損害保険会社にも科されたもの”
だと受け止めております。

• 「経営管理態勢（ガバナンス）」が
有効に機能するためには、経営陣の保険
事業に対する認識を深め、役割と責任を
果たしていただく必要があると考えております。

• 貴社とともに実効性ある態勢構築に向け、
お取組みさせていただきたく、よろしくお願い
いたします。



業界動向を踏まえた、めざす姿（将来像）の実現に向けて

２．兼業代理店の皆様にお伝えしたいこと
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⚫有識者会議や金融審議会ワーキング・グループ等で論じられていることや、直近発令された兼業
代理店への業務改善命令を踏まえ、貴社の体制にどのように影響するかを具体的に考え、取組みを
進めていただきたいと思います。

⚫大きく業界が変化しようとしている今だからこそ、業界動向を踏まえ、兼業代理店の皆様が、自社の
めざす姿（将来像）を見据えた保険事業への取り組み方を考えていただきたいと思います。

◆兼業代理店への業務改善命令
◆内部管理体制の構築
◆ めざす姿の検討ステップ

損害保険市場の健全な発展、顧客本位の業務運営の徹底の観点で、すべての顧客に
とって適切な営業活動が行われるよう、これまで以上に業務品質を重視した顧客目線
での代理店評価が実施され、また、その業務品質レベルが継続的に向上していくよう、
業界共通の評価基準を策定する。
また、損保会社や代理店と利害関係のない中立的な第三者が評価運営を行う仕組みを
構築する。

業界の考え方
（損保協会より
リリースされた品質
評価指針より抜粋）



内部管理態勢
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３．業務運営として目指す姿

⚫ 保険事業を営む上では、保険業法や監督指針において求められている内容を経営として正しく理解し、
実態把握を行い、実効性ある内部管理態勢を構築することが重要です。

⚫ 「保険代理店に求められる内部管理態勢」は下記のとおりであり、各々において内部管理態勢が構築
されているか（PDCAが有効に機能しているか）がポイントとなります。

01 経営管理態勢（ガバナンス)

内部管理態勢の整備状況

経営陣の事業経営、組織体制の整備

適切な事業運営、登録・届出管理

顧客本位の業務運営

監査・点検体制、大規模代理店対応

① 募集人に対するコンプライアンス
等の推進

② 適正な保険募集
権限表示、意向把握比較・推奨、
情報提供・禁止行為、特別利益禁止

③ 保険募集資料等の適切性

03 保険募集管理態勢

① お客様の声管理態勢

② 顧客情報管理態勢

③ 情報漏えい・紛失事案への対応状況

04 顧客保護等管理態勢

経営の自己評価
（もしくは監査）

保険募集品質項目に
おける自己点検（※）

（※）＜ツール＞損保協会：募集コンプライアンスガイド／自己点検チェックリスト 当社：代理店コンプライアンス・ハンドブック／ 自己点検シート

02 法令遵守

コンプライアンス推進状況

経営理念・方針の策定と社内周知、

不祥事件・不適正事案への対応、

反社会勢力への対応、関係法令の遵守
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⚫ 26年度からは、全代理店の皆様を対象に、「自己点検」（結果）および「当社固有基準の達成状況」に
ついて、「代理店業務品質点検」にて「品質評価」します。

（25年度の「自己点検」は全代理店が対象、「業務品質点検」は所定の代理店が対象）

⚫ 26年度「品質評価」に向けた事前準備の観点からも、25年度の「自己点検」および「代理店業務品質点
検」を通じて、体制整備上の課題把握、課題の改善に取り組むことが重要です。

・点検主体：代理店
・根拠：保険業法 第294条3
（体制整備義務）

代理店業務
品質点検

自己点検

25年度 26年度以降「一体運営」

＜従来からの変更点＞
✓ 損保協会「代理店業務品質に関する評価指
針(ミニマム基準)」の制定

✓ 協会「自己点検チェックシート」の公表
  （一連の業界課題を踏まえた点検項目の追加）

対象代理店さん

定性
事務所への訪問等による

業務品質に関する対話 評価

定量
体制整備・取組みの成果

各種指標(既往1ヶ年 データ)

＋未充足項目に係る体制整備状況改善取組み

体制整備チェック(PDCA)の実施
(改善課題の把握、課題解消の取組み)
(*)早期実施を推奨

当社「代理店業務の品質評価制度」
を実施

損保業界全体の取組みとして
協会「品質評価制度」が正式スタート
（「自己点検」の履行がより重要に！）

当社「代理店業務の品質評価制度」を一
部前倒しで取り込み（深度ある対話を通じ
品質向上に取組む）

＜従来からの変更点＞
✓ 協会システム(新設)経由、「自己点検チェック
シート」の提出（履行状況報告の実質

 義務化）

＜従来からの変更点＞
✓ 協会「代理店業務品質評価に関する評価
指針」､当社「代理店業務の品質評価制度」

に基づく項目・内容の追加

全代理店さん全代理店さん

・点検主体：当社
・根拠：保険業法 第100条2

「自己点検」結果も「評価」

４．自己点検・代理店業務品質点検の位置づけ

全代理店さん



（ご参考）「改正保険業法」について※2025/5/30に参議院本会議で可決・成立
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